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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素子基板及び対向基板間に電気光学物質を挟持してなる反射型の電気光学パネルと、
　前記対向基板の前記素子基板との対向面とは反対側の面に透明接着剤により貼り合わさ
れ、該対向基板とは平面的な大きさが異なる基板と、
　前記基板の前記対向基板との貼り合わせ面とは反対側に該基板と接するように設けられ
た遮光板と、
　前記電気光学パネルを保持するフレームと、を備え、
　前記対向基板は正極の線膨張係数を有する材料から構成されており、
　前記基板は、負極の線膨脹係数を有する材料から構成されており、
　前記遮光板は、正極の線膨脹係数を有する材料から構成されており、
　前記フレームは、前記対向基板の前記基板側から前記対向基板を保持する段部を備え、
　前記対向基板と前記フレームは、前記段部を含めて前記対向基板の表面から側面まで設
けられる接着剤により接着され、
　前記対向基板と前記基板の熱による応力は相殺により軽減され、前記基板と前記遮光板
の熱による応力は相殺により軽減される、
電気光学装置。
【請求項２】
　前記素子基板の前記対向基板との対向側とは反対側に放熱部を備え、
　前記放熱部と前記フレームは互いに接合されている請求項１に記載の電気光学装置。
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【請求項３】
　前記素子基板は、前記対向基板と同じ極性の線膨脹係数を有する材料からなることを特
徴とする請求項１又は２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記素子基板は石英から構成され、前記基板はネオセラム（登録商標）から構成されて
なることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電気光学装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の電気光学装置を具備する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば液晶装置等の電気光学装置、及びこれを備えてなる、例えば液晶プロ
ジェクター等の電子機器の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の電気光学装置の一例である液晶パネルを、液晶プロジェクターにおけるライト
バルブとして用いる場合、ライトバルブの表面にごみや埃等（以下、適宜“粉塵”と称す
る）が付着すると、映写幕上にその粉塵の像もまた投影されてしまうため、表示画像の品
質が低下するおそれがある。このため、液晶パネルを構成する基板の外表面に防塵用のガ
ラス板が設けられる場合がある。
【０００３】
　ここで、液晶パネルの動作時において、光源光が有する光エネルギーが液晶パネルに吸
収されることによって、装置内部において発熱が生じることがある。また、液晶パネルに
防塵用のガラス板を接着剤で貼り合わせる際に、接着剤を固化するために加熱する場合が
ある。このように、液晶パネルや防塵用のガラス板が高温に曝される際、これらの部材に
は熱収縮又は熱膨張による応力が発生する。このような応力は、液晶パネルに歪みを発生
させ、例えば、電気光学パネルを構成する基板間の距離（即ち、素子基板及び対向基板間
のギャップ）が変化することによって、表示画像に色むらを生じさせてしまう。
【０００４】
　例えば特許文献１では、防塵用のガラス板と電気光学パネルとの接着部を小さく形成す
ることによって、応力を軽減し、表示画像における色むらを抑制する技術が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－９８６８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１では、接着部を小さく形成する必要があるため、従来
のように防塵用のガラス板と電気光学パネルとの間にベタ状に接着部を形成する場合に比
べて、接着部を形成するための工程が複雑化してしまうという技術的問題点がある。また
、接着部の形成面積が小さいため、防塵用のガラス板及び電気光学パネル間の貼り合わせ
強度が小さくなってしまうという技術的問題点がある。
【０００７】
　本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、発熱時における応力の発生
を抑制することにより、色むらが少なく高品位な画像表示が可能な電気光学装置、及びこ
れを備えてなる電子機器を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、素子基板及び対向基板間に電気光
学物質を挟持してなる反射型の電気光学パネルと、前記対向基板の前記素子基板との対向
面とは反対側の面に貼り合わされ、該対向基板とは平面的な大きさが異なる基板と、前記
基板の前記対向基板との貼り合わせ面とは反対側に該基板と接するように設けられた遮光
板とを備え、前記基板は、前記対向基板を構成する材料とは逆極性の線膨脹係数を有する
材料から構成されており、前記遮光板は、前記基板を構成する材料とは逆極性の線膨脹係
数を有する材料から構成されている。
　また、前記素子基板の前記対向基板との対向側とは反対側に放熱部を備える。
【０００９】
　本発明に係る電気光学パネルは、素子基板及び対向基板間に電気光学物質を挟持してな
る。電気光学パネルは、その動作時には表示領域に対して、例えば、白色ランプ等の光源
から光が照射される。電気光学パネルは、例えば表示領域に入射した光を画素単位で変調
することにより画像表示を実現する。表示領域には、例えば複数の画素がマトリクス状に
配置されており、走査信号を供給する走査線及び画像信号を供給するデータ線に夫々電気
的に接続されている。各画素は、画像信号の電位に応じて、対向配置された液晶等の電気
光学物質の配向状態を制御する。
【００１０】
　本発明に係る防塵用基板は、対向基板の素子基板との対向面とは反対側の面に貼り合わ
されている。防塵用基板は、例えば、電気光学パネルの外表面（即ち、対向基板の素子基
板と対向しない側）に貼り合わされることにより、電気光学パネルの表面に付着したごみ
や埃等が、画像の品質を低下させてしまうことを防止する。尚、防塵用基板は接着剤など
を介して電気光学パネルに貼り合わせられていてもよい。この場合、接着材は光透過率や
熱伝導率の高い材料を用いることが好ましい。
【００１１】
　本発明では特に、対向基板及び防塵用基板のうち一方は正極の線膨脹係数を有する第１
の材料からなり、対向基板及び防塵用基板のうち他方の基板は負極の線膨脹係数を有する
第２の材料からなる。このように対向基板及び防塵用基板の材料として互いに逆極性の線
膨脹係数を有する材料を選択することにより、発熱時に生ずる応力を軽減することができ
る。つまり、対向基板及び防塵用基板において発熱時に生ずる応力は、互いに相殺するよ
うに生ずる。
【００１２】
　尚、本発明では、対向基板及び防塵用基板を形成する材料を好適な線膨脹係数を選択す
ることによって、応力を軽減することができるため、対向基板及び防塵用基板間に広く接
着部を形成することが可能である。従って、上述の背景技術における技術的問題点を解消
しつつ、電気光学パネルにおける色むらを軽減することが可能である。
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、発熱時における応力の発生を抑制することによ
り、色むらが少なく高品位な画像表示が可能な電気光学装置を実現することができる。
【００１４】
　本発明の電気光学装置の一の態様では、前記素子基板は、前記対向基板と同じ極性の線
膨脹係数を有する材料からなる。
【００１５】
　この態様によれば、発熱時に素子基板及び対向基板において同様又は類似のパターンで
応力が生じる。即ち、素子基板及び対向基板間において歪みが生じにくい。従って、発熱
時に素子基板及び対向基板間のギャップが変化を防止し、表示画像における色むらを効果
的に軽減することができる。
【００１６】
　本発明の電気光学装置の他の態様では、前記防塵用基板の前記対向基板との貼り合わせ
面とは反対側に該防塵用基板と接するように設けられた遮光板を備え、該遮光板は、前記
防塵用基板を形成する材料とは逆極性の線膨脹係数を有する材料からなる。
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【００１７】
　この態様によれば、遮光板が防塵用基板の前記対向基板との貼り合わせ面とは反対側に
該防塵用基板と接するように設けられている。つまり、防塵用基板は、対向基板と遮光板
との間に挟み込まれるように配置される。ここで、遮光板は、電気光学パネルの表示光を
出射する側に備えられることにより、電気光学パネルの表示領域を少なくとも部分的に規
定する板状部材である。遮光板は、光反射率の低い材料から形成される。ここで、「光反
射率の低い」とは、遮光板の周囲に配置される他の部材を形成する材料に比べて、光反射
率が低いことを意味する。
【００１８】
　本態様では特に、当該遮光板は、防塵用基板を形成する材料とは逆極性の線膨脹係数を
有する材料からなる。このように遮光板及び防塵用基板の材料として互いに逆極性の線膨
脹係数を有する材料を選択することにより、発熱時に生ずる応力を軽減することができる
。つまり、遮光板及び防塵用基板において発熱時に生ずる応力は、互いに相殺するように
生ずる。従って、発熱時に電気光学装置内において生ずる応力をより効果的に軽減するこ
とができ、色むらの少ない高品位な画像表示が可能な電気光学装置を実現することができ
る。
【００１９】
　尚、遮光板は、正極の線膨脹係数を有する材料から形成される場合、例えばオーステナ
イト系ステンレスを材料として用いるとよい。この場合、オーステナイト系ステンレスの
代表的な鋼種である、ＳＵＳ３０４（典型的な線膨脹係数は１７．３×１０－６（／℃）
）や、ＳＵＳ４３０（典型的な線膨脹係数は１０．４×１０－６（／℃））を用いるとよ
い。
【００２０】
　本発明の電気光学装置の他の態様では、前記第１の材料は石英であり、前記第２の材料
はネオセラム（登録商標）である。
【００２１】
　この態様によれば、正極の線膨脹係数を有する第１の材料として石英（典型的な線膨脹
係数は、約０．３０～０．６０×１０－６（／℃）である。）を用いると共に、負極の線
膨脹係数を有する第２の材料としてネオセラム（登録商標）（典型的な線膨脹係数は、約
－０．８５～－０．１０×１０－６（／℃）である。）を用いることにより、上述の各種
態様を好適に実現することができる。
【００２２】
　本発明の電気光学装置の他の態様では、前記電気光学パネルは、反射型である。
　この態様によれば、本発明に係る電気光学パネルは、例えば表示領域に入射した光を画
素単位で変調した後、Ａｌ（アルミニウム）膜等の反射膜によって反射することにより画
像を表示する反射型の電気光学パネルである。
【００２３】
　本発明の電子機器は上記課題を解決するために、上述した本発明の電気光学装置（但し
、その各種態様も含む）を備える。
【００２４】
　本発明の電子機器によれば、上述した本発明に係る電気光学装置を具備してなるので、
色むらが少ない高品質な画像を表示可能な投射型表示装置、テレビ、携帯電話、電子手帳
、ワードプロセッサー、ビューファインダー型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ
ー、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルなどの各種電子機器を
実現できる。
【００２５】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
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【図１】本実施形態に係る電気光学装置が備える液晶パネルの全体構成を示す平面図であ
る。
【図２】図１のＨ－Ｈ´線断面図である。
【図３】本実施形態に係る電気光学装置が備える液晶パネルの画像表示領域を構成するマ
トリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路図である。
【図４】本実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示す斜視図である。
【図５】本実施形態に係る電気光学装置の具体的な構成を示す断面図である。
【図６】本実施形態に係る電気光学装置が備える見切り板の構成を示す平面図である。
【図７】本実施形態に係る電気光学装置の各部材に印加される応力を模式的に示す拡大断
面図である。
【図８】本実施形態に係る電気光学装置の対向基板及び防塵基板における、発熱時に生ず
る応力の分布を模式的に示す平面図である。
【図９】電気光学装置を適用した電子機器の一例たるプロジェクターの構成を示す平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下では、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。
【００２８】
　＜電気光学装置＞
　まず、本実施形態に係る電気光学装置が備える反射型の液晶パネル１００について、図
１から図３を参照して説明する。液晶パネル１００は、本発明に係る「電気光学パネル」
の一例である。尚、以下の実施形態では、駆動回路内蔵型のＴＦＴ（Thin Film Transist
or）アクティブマトリクス駆動方式の反射型液晶パネルを例にとる。
【００２９】
　まず、本実施形態に係る電気光学装置が備える液晶パネル１００の全体構成について、
図１及び図２を参照して説明する。図１は、本実施形態に係る電気光学装置が備える液晶
パネル１００の全体構成を示す平面図である。図２は、図１のＨ－Ｈ´線断面図である。
【００３０】
　図１及び図２において、液晶パネル１００において、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板
２０とが対向配置されている。ＴＦＴアレイ基板１０は本発明に係る「素子基板」の一例
であり、対向基板２０は本発明に係る「対向基板」の一例である。ＴＦＴアレイ基板１０
及び対向基板２０は共に、正極の線膨張係数を有する材料である石英から形成されている
。ここで、石英は本発明に係る「第１の材料」の一例であり、典型的な線膨脹係数は、約
０．３０～０．６０×１０－６（／℃）である。なお、ＬＣＯＳ（Liquid Crystal on Si
licon）の場合は、ＴＦＴアレイ基板１０としてシリコン基板が用いられる。
【００３１】
　ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間には、本発明の「電気光学物質」の一例で
ある液晶層５０が封入されている。液晶層５０は、例えば一種又は数種類のネマティック
液晶を混合した液晶からなり、一対の配向膜間で所定の配向状態をとる。
【００３２】
　ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０とは、複数の画素電極が設けられた画像表示領域
１０ａの周囲に位置するシール領域に設けられたシール材５２により、相互に接着されて
いる。
【００３３】
　シール材５２は、両基板を貼り合わせるための、例えば紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等
からなり、製造プロセスにおいてＴＦＴアレイ基板１０上に塗布された後、紫外線照射、
加熱等により硬化させられたものである。シール材５２中には、ＴＦＴアレイ基板１０と
対向基板２０との間隔（即ち、基板間ギャップ）を所定値とするためのグラスファイバー
或いはガラスビーズ等のギャップ材が散布されている。尚、ギャップ材を、シール材５２
に混入されるものに加えて若しくは代えて、画像表示領域１０ａ又は画像表示領域１０ａ
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の周辺に位置する周辺領域に、配置するようにしてもよい。
【００３４】
　シール材５２が配置されたシール領域の内側に並行して、画像表示領域１０ａの額縁領
域を部分的に規定する遮光性の額縁遮光膜５３が、対向基板２０側に設けられている。対
向基板２０側に設けられた額縁遮光膜５３は、後述する防塵基板４００上に設けられた遮
光板の一例である見切り板６００と共に画像表示領域１０ａを規定する。尚、防塵基板４
００及び見切り板６００についての説明は後に詳述する。
【００３５】
　周辺領域のうち、シール材５２が配置されたシール領域の外側に位置する領域には、Ｔ
ＦＴアレイ基板１０の一辺に沿って、データ線駆動回路１０１及び外部回路接続端子１０
２が設けられている。走査線駆動回路１０４は、この一辺に隣接する２辺に沿い、且つ、
額縁遮光膜５３に覆われるように設けられている。更に、このように画像表示領域１０ａ
の両側に設けられた二つの走査線駆動回路１０４間を接続するために、ＴＦＴアレイ基板
１０の残る一辺に沿い、且つ、額縁遮光膜５３に覆われるようにして複数の配線１０５が
設けられている。
【００３６】
　ＴＦＴアレイ基板１０上における対向基板２０の４つのコーナー部に対向する領域には
、両基板間を上下導通材１０７で接続するための上下導通端子１０６が配置されている。
これらにより、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間で電気的な導通をとることが
できる。
【００３７】
　図２において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、駆動素子である画素スイッチング用のＴ
ＦＴや走査線、データ線等の配線が作り込まれた積層構造が形成されている。この積層構
造の詳細な構成については図２では図示を省略してあるが、この積層構造の上に、反射電
極となる反射型の画素電極９ａが設けられている。画素電極９ａは典型的にはアルミニウ
ムなどの光反射性の高い材料により、画素毎に所定のパターンで島状に形成され、入射光
を反射する。なお、透過型液晶パネルの場合には、画素電極９ａは、ＩＴＯ等の透明材料
から形成される。
【００３８】
　画素電極９ａは、対向電極２１に対向するように、ＴＦＴアレイ基板１０上の画像表示
領域１０ａに形成されている。ＴＦＴアレイ基板１０における液晶層５０の面する側の表
面、即ち画素電極９ａ上には、配向膜１６が画素電極９ａを覆うように形成されている。
【００３９】
　対向基板２０におけるＴＦＴアレイ基板１０との対向面上には、ＩＴＯ等の透明材料か
らなる対向電極２１が複数の画素電極９ａと対向するように形成されている。また、画像
表示領域１０ａにおいてカラー表示を行うために、開口領域及び非開口領域の一部を含む
領域に、図２には図示しないカラーフィルターが形成されるようにしてもよい。対向基板
２０の対向面上における、対向電極２１上には、配向膜２２が形成されている。なお、透
過型の液晶装置と同様に、対向基板２０上に格子状又はストライプ状に遮光膜を形成し、
非開口領域を設けてもよい。
【００４０】
　尚、図１及び図２に示したＴＦＴアレイ基板１０上には、上述したデータ線駆動回路１
０１、走査線駆動回路１０４等の駆動回路に加えて、画像信号線上の画像信号をサンプリ
ングしてデータ線に供給するサンプリング回路、複数のデータ線に所定電圧レベルのプリ
チャージ信号を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の
当該液晶パネル１００の品質、欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。
【００４１】
　次に、本実施形態に係る液晶パネル１００の画素部の電気的な構成について、図３を参
照して説明する。ここに図３は、本実施形態に係る電気光学装置が備える液晶パネルの画
像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の
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等価回路図である。
【００４２】
　図３において、画像表示領域１０ａを構成するマトリクス状に形成された複数の画素の
各々には、画素電極９ａ及びＴＦＴ３０が形成されている。ＴＦＴ３０は、画素電極９ａ
に電気的に接続されており、液晶パネル１００の動作時に画素電極９ａをスイッチング制
御する。画像信号が供給されるデータ線６ａは、ＴＦＴ３０のソースに電気的に接続され
ている。データ線６ａに書き込む画像信号Ｓ１、Ｓ２、・・・、Ｓｎは、この順に線順次
に供給しても構わないし、相隣接する複数のデータ線６ａ同士に対して、グループ毎に供
給するようにしてもよい。
【００４３】
　ＴＦＴ３０のゲートには、走査線３ａが電気的に接続されており、液晶パネル１００は
、所定のタイミングで、走査線３ａにパルス的に走査信号Ｇ１、Ｇ２、・・・、Ｇｍを、
この順に線順次で印加するように構成されている。画素電極９ａは、ＴＦＴ３０のドレイ
ンに電気的に接続されており、スイッチング素子であるＴＦＴ３０を一定期間だけそのス
イッチを閉じることにより、データ線６ａから供給される画像信号Ｓ１、Ｓ２、・・・、
Ｓｎが所定のタイミングで書き込まれる。画素電極９ａを介して液晶に書き込まれた所定
レベルの画像信号Ｓ１、Ｓ２、・・・、Ｓｎは、対向基板に形成された対向電極との間で
一定期間保持される。
【００４４】
　液晶層５０（図２参照）を構成する液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配
向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能とする。例えば、ノーマリ
ーホワイトモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光に対する透過
率が減少し、ノーマリーブラックモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じ
て入射光に対する透過率が増加され、全体として液晶パネル１００からは画像信号に応じ
たコントラストをもつ光が出射される。
【００４５】
　ここで保持された画像信号がリークすることを防ぐために、画素電極９ａと対向電極２
１（図２参照）との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量７０が付加されている。蓄
積容量７０は、画像信号の供給に応じて各画素電極９ａの電位を一時的に保持する保持容
量として機能する容量素子である。蓄積容量７０の一方の電極は、画素電極９ａと並列し
てＴＦＴ３０のドレインに電気的に接続され、他方の電極は、定電位となるように、電位
固定の容量線３００に電気的に接続されている。蓄積容量７０によれば、画素電極９ａに
おける電位保持特性が向上し、コントラスト向上やフリッカーの低減といった表示特性の
向上が可能となる。
【００４６】
　次に、本実施形態に係る電気光学装置の全体構成について、図４及び図５を参照して説
明する。ここに図４は、本実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示す斜視図である。
尚、図４以降の図では、図１及び図２に示した液晶パネル１００における詳細な部材を適
宜省略して図示している。
【００４７】
　図４において、本実施形態に係る電気光学装置は、液晶パネル１００と、フレキシブル
基板２００と、フレーム３１０と、ヒートシンク３２０とを備えて構成されている。
【００４８】
　液晶パネル１００の外部接続端子１０２には、フレキシブル基板２００が接続されてい
る。フレキシブル基板２００は、上述の液晶パネル１００の電気光学動作に要する種々の
制御信号を送るための信号配線を含む基板であり、例えばポリイミド等の基材に信号配線
等がパターニングされることによって形成されている。尚、フレキシブル基板２００上に
は、液晶パネル１００を駆動するための駆動回路の少なくとも一部を含む駆動用ＩＣチッ
プ等が配置されていてもよい。尚、フレキシブル基板２００の液晶パネル１００に接続さ
れた一端とは反対側の他端は、フレーム３１０及びヒートシンク３２０の外側に引き出さ
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れており、液晶パネル１００の電気光学動作に要する種々の制御信号を供給するための外
部回路（図示省略）に接続されている。
【００４９】
　フレーム３１０は、画像表示領域１０ａが設けられている表示面側から、液晶パネル１
００を保持する。フレーム３１０は、液晶パネル１００を保持する保持部材としての機能
に加えて、液晶パネル１００の入射光及び反射光を制限する見切り部材としても機能する
。本実施形態では特に、フレーム３１０は、例えば鉄、銅、アルミニウム、マグネシウム
等の熱導電性に優れた金属を含んで構成することにより、次に説明するヒートシンク３２
０と共に液晶パネル１００の放熱部材としても機能するように形成されている。
【００５０】
　ヒートシンク３２０は、表示面の反対側に位置する背面側から、液晶パネル１００を保
持する。ヒートシンク３２０は、液晶パネル１００において発生した熱を放熱するための
放熱部３２５を有している。これにより、液晶パネル１００に熱が蓄積することによって
液晶パネル１００の動作不良等の種々の不具合が発生することを防止することができる。
ヒートシンク３２０は、放熱効果を高めるために熱伝導性の高い材料、例えば、鉄、銅、
アルミニウム等を含んで構成するとよい。
【００５１】
　フレーム３１０及びヒートシンク３２０は、図不示の接合部において互いに接合されて
いる。ここでの接合は、例えば、フレーム３１０に設けられた凹部とヒートシンクに設け
られた凸部とを嵌合させることによって行われてもよいし、接着剤やネジ等を用いて行わ
れてもよい。
【００５２】
　続いて、本実施形態に係る電位光学装置のより具体的な構成について、図５を参照して
説明する。図５は、本実施形態に係る電気光学装置の具体的な構成を示す断面図である。
【００５３】
　図５において、液晶パネル１００及びフレーム３１０は、接着剤５１０によって互いに
接着されている。接着剤５１０は、液晶パネル１００の表面から側面にまで設けられてい
る。液晶パネル１００の表示面（即ち入射光が照射される側の面）には、防塵基板４００
が設けられている。防塵基板４００は、本発明に係る「防塵用基板」の一例である。防塵
基板４００は、透明接着剤５４０によって、液晶パネル１００における対向基板２０に接
着されている。防塵基板４００は、対向基板２０のＴＦＴアレイ基板１０に対向しない側
に貼り付けられており、これは本発明に係る「対向基板の素子基板に対向しない側に設け
られた」の一例である。防塵基板４００の対向基板２０との貼り合わせ面と反対側の面に
は、画像表示領域１０ａを部分的に規定する見切り板６００が防塵基板４００と接するよ
うに設けられている。見切り板６００は、図示しない係合部においてフレーム３１０と係
合されている。防塵基板４００は、本発明に係る「第２の材料」の一例であるネオセラム
（登録商標）から形成されている。ここで、ネオセラム（登録商標）は負極の線膨脹係数
（典型的な線膨脹係数は、約－０．８５～－０．１０×１０－６（／℃）である。）を有
する材料であり、対向基板２０の材料である石英とは逆の極性の線膨脹係数を有している
。見切り板６００は、オーステナイト系ステンレスの代表的な鋼種である、ＳＵＳ３０４
（典型的な線膨脹係数は１７．３×１０－６（／℃））から形成されている。尚、見切り
板６００に用いる材料としては、他のオーステナイト系ステンレスの代表的な鋼種である
ＳＵＳ４３０（典型的な線膨脹係数は１０．４×１０－６（／℃））を用いてもよい。
【００５４】
　ここで、図６を参照して、本実施形態に係る電気光学装置が備える見切り板６００の平
面的な形状について説明する。図６は、本実施形態に係る電気光学装置が備える見切り板
６００の構成を示す平面図である。
【００５５】
　見切り板６００は、画像表示領域１０aを囲うように設けられており、画像表示領域１
０ａ以外の領域に光が入射してしまうことを防止する。見切り板６００は、見切り板６０
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０の周囲に配置されている、例えばフレーム３１０等の部材に比べて光反射率の低い材料
から形成されている。
【００５６】
　図５に戻り、液晶パネル１００及びヒートシンク３２０は、グリス５２０によって互い
に接着されている。このグリス５２０は、空気より高い熱伝導性を有しており、液晶パネ
ル１００において発生した熱を、効率よくヒートシンク３２０に伝達することが可能とさ
れている。よって、放熱部３２５における放熱効果を高めることができる。
【００５７】
　また、フレーム３１０及びヒートシンク３２０間にも、グリス５３０が充填されている
。このため、フレーム３１０からヒートシンク３２０に効率的に熱を伝達することができ
る。即ち、液晶パネル１００からフレーム３１０に伝達された熱を、効率的にヒートシン
ク３２０の放熱部３２５で放熱することが可能となる。
なお、本実施形態に係るグリス５２０、５３０は、液晶パネル１００及びヒートシンク３
２０間並びにフレーム３１０及びヒートシンク３２０間を充填するように塗布したが、そ
れぞれ一部にのみグリス５２０、５３０を塗布してもよいし、液晶パネル１００及びヒー
トシンク３２０間並びにフレーム３１０及びヒートシンク３２０間にはグリス５２０、５
３０を塗布しなくてもよい。また、グリス５２０及びグリス５３０は、それぞれ熱伝導性
を有する部材であればよく、例えば、グリスに代えて又は加えて熱伝導性を有するシート
や接着剤等を用いることができる。
【００５８】
　次に、本実施形態に係る電気光学装置の内部に生ずる応力の分布について、図７を参照
して説明する。ここに図７は、本実施形態に係る電気光学装置の各部材に印加される応力
を模式的に示す拡大断面図である。
【００５９】
　電気光学装置の動作により、電気光学装置の内部において発熱が生じると、電気光学装
置を構成する各部位において熱膨張又は熱収縮が起こる。対向基板２０は、正極の線膨脹
係数を有する材料である石英から形成されているため、膨脹しようとする方向に変形する
。このとき、対向基板２０の内部に生じる応力を、図７において矢印ａで模式的に図示し
ている。一方、防塵基板４００は、負極の線膨脹係数を有する材料であるネオセラム（登
録商標）から形成されているため、収縮しようとする方向に変形する。このとき、防塵基
板４００の内部に生じる応力を、図７において矢印ｂで模式的に図示している。
【００６０】
　ここで、図８は、本実施形態に係る電気光学装置の対向基板及び防塵基板における、発
熱時の応力の分布を模式的に示す模式図である。
【００６１】
　上述のように、対向基板２０では、発熱時に膨脹しようとする方向に応力が生じる。こ
の応力は、石英という材料の特性により、図８（ａ）に示すように、対向基板２０の中心
部から外側に向かって放射状に広がるように分布する。一方、防塵基板４００では、発熱
時に収縮しようとする方向に応力が生じる。この応力は、ネオセラム（登録商標）という
材料の特性により、図８（ｂ）に示すように、防塵基板４００の中心部の周囲を同心円状
に広がるように分布する。
【００６２】
　ここで、図８（ｃ）は、発熱時に対向基板２０及び防塵基板４００において生じる応力
を、同一平面に重ねて示す模式図である。点線１ａで囲んで示すように、放射状に分布す
る対向基板２０における応力と、同心円状に分布する防塵基板４００における応力とは、
互いに直交する。従って、対向基板２０における応力と防塵基板４００における応力は、
互いに相殺されることによって軽減される。その結果、発熱時に応力によって生じる対向
基板２０及び防塵基板４００における歪み（例えば、素子基板１０及び対向基板２０間の
ギャップが変化すること）を抑制することができ、液晶パネル１００の表示画像における
色むらを解消し、画質を向上させることができる。
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【００６３】
　再び図７に戻って、見切り板６００は、正極の線膨脹係数を有する材料であるオーステ
ナイト系ステンレスから形成されているため、膨脹しようとする方向に変形する。このと
き、対向基板２０の内部に生じる応力を、図７において矢印ｃで模式的に図示している。
一方、上述したように、防塵基板４００では、発熱時に収縮しようとする方向に応力が生
じる。この応力は、ネオセラム（登録商標）という材料の特性により、図８（ｂ）に示す
ように、防塵基板４００の中心部の周囲を同心円状に広がるように分布する。発熱時にお
ける防塵基板４００と見切り板６００において生じる応力は、上述の対向基板２０と防塵
基板４００とにおいて生じる応力と同様に、互いに相殺することによって軽減される。
【００６４】
　尚、対向基板２０、防塵基板４００及び見切り板６００の材料、サイズ等は、これら全
体で見た場合に、発熱時における応力が相殺されることにより、打ち消されるように選択
するとよい。つまり、対向基板２０、防塵基板４００及び見切り板６００間における応力
のベクトル和がゼロに近づくように設定することにより、応力をより効果的に軽減可能で
ある。
【００６５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、発熱に伴う応力を軽減することによって、
色むらが生じにくく高品位な画像表示が可能な電気光学装置を実現することが可能である
。
【００６６】
　＜電子機器＞
　次に、上述した電気光学装置である液晶装置を各種の電子機器に適用する場合について
説明する。ここでは、本発明に係る電子機器として、投射型液晶プロジェクターを例にと
る。図９は、本実施形態に係る投射型液晶プロジェクターの図式的断面図である。
【００６７】
　図９において、本実施形態に係る液晶プロジェクター１１００は、夫々ＲＧＢ用の液晶
ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂの３枚を用いた複板式カラープロジェクタ
として構築されている。液晶ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂの各々は、上
述した反射型の液晶装置が使用されている。
【００６８】
　図９に示すように、液晶プロジェクター１１００では、メタルハライドランプ等の白色
光源のランプユニット１１０２から投射光が発せられると、２枚のミラー１１０６、２枚
のダイクロイックミラー１１０８及び３つの偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）１１１３に
よって、ＲＧＢの３原色に対応する光成分Ｒ、Ｇ及びＢに分けられ、各色に対応する液晶
ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂに夫々導かれる。尚、この際、光路におけ
る光損失を防ぐために、光路の途中にレンズを適宜設けてもよい。そして、液晶ライトバ
ルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂにより夫々変調された３原色に対応する光成分は、
クロスプリズム１１１２により合成された後、投射レンズ１１１４を介してスクリーン１
１２０にカラー映像として投射される。
【００６９】
　尚、液晶ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｂ及び１００Ｇには、ダイクロイックミラー１
１０８及び偏光ビームスプリッタ１１１３によって、Ｒ、Ｇ、Ｂの各原色に対応する光が
入射するので、カラーフィルターを設ける必要はない。
【００７０】
　図９を参照して説明した電子機器の他にも、モバイル型のパーソナルコンピューターや
、携帯電話、液晶テレビ、ビューファインダー型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ
ー、カーナビゲーション装置、ページャー、電子手帳、電卓、ワードプロセッサー、ワー
クステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置等が挙げられる。
そして、これらの各種電子機器に、本発明の電気光学装置を適用可能なのは言うまでもな
い。
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【００７１】
　本発明は、上述の実施形態で説明した反射型の液晶装置以外にも、透過型液晶装置、プ
ラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、電解放出型ディスプレイ（ＦＥＤ、ＳＥＤ）、有機ＥＬ
ディスプレイ、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）、電気泳動装置等にも適用可
能である。
【００７２】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体
から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴う電気光学装置、及び該電気光学装置を備えた電子機器もまた本発明の技術的範
囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００７３】
　３ａ…走査線、６ａ…データ線、９ａ…画素電極、１０…ＴＦＴアレイ基板、１０ａ…
画像表示領域、２０…対向基板、３０…ＴＦＴ、５０…液晶層、１００…電気光学パネル
、１０１…データ線駆動回路、１０２…外部回路接続端子、１０４…走査線駆動回路、２
００…フレキシブル基板、３１０…フレーム、３２０…ヒートシンク、３２５…放熱部、
４００…防塵ガラス、５１０…接着剤、５２０…グリス、５４０…透明接着剤、６００…
見切り板

【図１】

【図２】

【図３】



(12) JP 5731122 B2 2015.6.10

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 5731122 B2 2015.6.10

【図９】



(14) JP 5731122 B2 2015.6.10

10

20

フロントページの続き

    合議体
    審判長  黒瀬　雅一
    審判官  畑井　順一
    審判官  江成　克己

(56)参考文献  特開平１０－１２３９６４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－１４５８３５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－１０３８１８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－２８１７６６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－１３００４１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－１０７５５５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００５－４９７４４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００７－２９３０７９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－２４６０８０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02F1/1333
              G02F1/1335
              G09F9/30
              G03B21/00-21/10
              G03B21/12-21/13
              G03B21/134-21/30
              G03B33/00-33/16


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

